
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提案内容と議論経過については、各地本にお送りしていますので、詳細についてはそちらをご覧下さい。 
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（組合）前回の賃金制度等の改正からすると対象が広がるのか。 
（会社）そうだ。資格というのが加わる。 
（組合）車両、施設、電気に着目した理由は何か。 
（会社）貴側、現場の声などを聞いて、区分内でも能力の伸長が更に期

待できるということで、区分、職名変更に限らず資格に着目し
て加算することとした。 

（組合）車両の資格は公平公正にこのような機会を受けられなければい
けないので、今後このような環境を用意するということなのか。 

（会社）車両に限った話ではないが、他系統でも会社として取得を慫慂
している資格である。 

（組合）車両、施設、電気の資格が列挙されているが、一つひとつに基
準や着目点があるのか。 

（会社）基礎的な知識が取得できることを見える部分として資格とした。 
 
 

提案に至る経過 

（会社）新たなジョブローテーションについては、３月に提案をし、賃金制度等の改正についての交渉も行ってき
た。貴側と様々議論をしてきて、一つの到達点として今日の提案がある。 

（組合）８月末までというスケジュール感の認識を持った上で議論してきた。それがベースにあることを確認する。 
申４号の継続議論を考えた上での提案か。 

（会社）議論経過があるが、全系統にやりがいがある賃金制度としていきたい。その都度、必要に見合った見直し 
をしていく。 

（組合）本人の責に帰すべき事由とはどういうことを想定しているのか。 

（会社）一般的には懲戒である。また、適性がなくなった場合を想定している。 

（組合）適性がなくなれば、加算の対象から外れるのか。 

（会社）ケースバイケースである。個々によってケースは違う。 

（組合）申 1号で、適性検査結果によって職を離れざるを得ない場合もキャリア加算の対象になると答えている。

なぜ変更になったのか。 

（会社）議論経過は、承知している。変わったというよりは追加である。 

 


